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１．説明文 

（１）この図は、山口県内の河川の県管理区間につ いて、水防法の規定により指定され た想定し

得る 最大規模の降雨による 洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定され る 水深を 表示した

図面です。 

 

（２）この洪水浸水想定区域は、指定時点での対象区間の河道及び洪水調節施設の整備状況を 勘

案して、想定し得る 最大規模の降雨に伴う洪水により対象区間が氾濫した場合の浸水の状

況を シ ミュレーシ ョンにより予測したものです。 

 

（３）なお、各シ ミュレーシ ョンの実施にあたっては、洪水予報区間及び水位周知区間以外の対

象区間の決壊による 氾濫範囲の拡大、対象区間以外からの氾濫、シ ミュレーシ ョンの前提

となる 降雨を 超える 規模の降雨、高潮及び内水による 氾濫等を 考慮していません ので、こ

の図に示され ていない区域においても浸水が発生する 場合や想定され る 水深が実際の浸水

深と異なる 場合があります。 

 

２．基本事項 

（１）作成主体          山口県 

（２）作成年月日        令和〇年〇月〇〇日 

（３）告示番号          山口県告示第○号 

（４）指定の根拠法令    水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項 

（５）対象となる 河川   山口県内の県管理河川 

             （対象区間）図示のとおり 

（６）前提となる 降雨   想定し得る 最大規模の降雨（水系及び河川毎に異なる ） 

（７）関係市町         萩市、阿武町 

 

３．その他計算条件等 

（１）洪水予報区間及び水位周知区間につ いては「洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版）」

（平成27年7月）に基づき氾濫シ ミュレーシ ョンを 行い、洪水予報区間及び水位周知区間以

外の対象区間は、マニュアルの作成手法を 基本としつ つ 、「小規模河川の氾濫推定図作成

の手引き」（令和2年6月）を 取り入れ た簡易的なシ ミュレーシ ョンにより予測しています。 

 

（２）洪水予報区間及び水位周知区間以外の対象区間における シ ミュレーシ ョンの実施に用いた

河道の形状は、航空レーザ 測量デ ータ等を 使用して表現しており、計測以降の河道等の変

化やその特性上、小河川及び水面下等一部の地形を 適切に評価できない場合がある ため、

氾濫した場合に推定され る 水深が実際の浸水深と異なる 場合があります。 
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